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 状況        

  就労の場では、法整備が進んでいく一方で、雇用形態の傾向の違いや給与格差

などがあり、能力活用の機会が十分でない傾向が伺えます。 

  また、女性は、結婚・妊娠・出産・育児・介護等のため退職せざる得ない場合

や、希望する働き方で再就職できていない場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本課題Ⅳ 就労（働く場における男女平等と女性の経済的自立を確保す 

      る） 

 
目標８ 職場における男女平等の推進 
 
（１）雇用の場における男女平等の推進 

目標９ 女性の職業能力の開発と就労機会の拡大 
 

（１）職業能力の向上と経済的自立に向けた支援 

平成 24年版 男女共同参画白書 

雇用形態別にみた雇用者の構成割合の推移 
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女性の働き方の理想と現実 

                                        （％） 

    現実の働き方 
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  全  体 8.3 9.4 8.2 16.1 11.7 34.5 3.3 3.4 5.2 

  

働 

き 

方 

の 

理 

想 

  

仕事を持たない方がよい 28.6 14.3 7.1 14.3 14.3 0.0 7.1 0.0 14.3 

結婚するまで 14.0 36.8 12.3 7.0 3.5 15.8 3.5 1.8 5.3 

子どもができるまで 10.3 16.2 32.4 4.4 7.4 13.2 4.4 1.5 10.3 

ずっと仕事を続ける方がよい 7.1 5.4 6.3 44.6 9.4 20.5 0.4 3.1 3.1 

大きくなったら再び仕事 

（フルタイム）を持つ方がよい 
8.6 9.7 7.1 9.7 28.8 27.7 2.6 1.9 3.7 

大きくなったら再び仕事 

（パートタイム）を持つ方がよい 
7.3 7.3 6.3 7.3 3.8 58.7 2.5 2.0 4.6 

家族の介護をするときは、 

仕事をやめた方がよい 
6.5 3.2 6.5 6.5 9.7 12.9 38.7 3.2 12.9 

その他 8.4 4.8 4.8 21.7 10.8 22.9 1.2 20.5 4.8 

※下線・網掛けのある部分が，理想どおりに働けている人の割合を示しています。

「柏市男女共同参画に関する市民意識調査」平成２１年度 

平成 24年板 男女共同参画白書、総務省「労働力調査」 
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無回答

分野別の男女平等感 

「柏市男女共同参画に関する市民意識調査」平成２１年度 
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 特に取り組んだこと   
 
  １ 啓発資料の配布、相談窓口の情報提供を行いました 
 
   ◇関係機関や千葉県と連携した講座の実施 
 
 労働法令、セクハラ防止、各種講座、相談窓口などの労働者に関する資料の配布やホー
ムページを活用した情報発信を行いました。また、柏工業専門校や千葉県と連携した講座
を実施しました。                           商工振興課 
 

 

  ２ 農業経営への女性の参画支援を行いました 

 

   ◇家族経営協定制度などのＰＲ 

 

 家族経営協定を締結している農家より、農業経営計画の共同申請があり、配偶者・後継

者がそれぞれ認定農業者となりました。平成２３年度末までの認定農業者１２８名のうち

６名が女性農業者となっています。また、新規の家族経営協定の締結が３件ありました。 

                                   庁内連携 

 推進状況   

 

   「就労の場において、男女が平等になっている」と感じる人の割合 

 

       平成 23 年度           平成 27 年度 

      １４.２％   ⇒    ２０％ 
 

    ※平成 23年度は当時の直近の市民意識調査結果（H21）の数値です。 

 

 

   家族経営協定の締結家族数 

 

       平成 23 年度          平成 27 年度 

      １９件   ⇒      ２０件 

 

   

 

   職業能力向上のための講座の参加者数 

 

    平成 23 年度    平成 23 年度     平成 27 年度 

   １２１人 ⇒  １４８人  ⇒ 設定せず 
 

 

 
※事業仕分けの結果、講座を行う勤労会館事業が廃止となり、 

 目標値は設定していません。 

※家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が意欲とやり甲斐を持って経営に

参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就

業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。 
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 主な取り組み    

 ・女性農業者の活動等の紹介、千葉県農業委員の会や農山漁村いきいきフォーラ 

  ムへの参加（農政課・農業委員会事務局） 

 ・就職希望者への支援として講座や就職相談会を実施（商工振興課） 

 

 

  今後の取り組み   

 ・労働に関する情報発信や講座実施（庁内連携） 

 ・女性農業委員の登用への働きかけ（庁内連携） 

 ・柏市農業女性連合会と連携した家族経営協定のＰＲ（庁内連携）
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 状況        

  １９９２年に共働き世帯数が９１４万世帯、男性方働き世帯数９０３万世帯を

上回りました。 

  柏市の市民意識調査では、仕事と家庭を両立には環境整備だけでなく、周囲の

理解や協力があることが必要だと思う人が多いことがわかりました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 10 男女が職業生活と家庭生活を両立できる環境づくり 
 

（１）家庭生活・地域活動への男女共同参画の推進 

（２）保育サービスの充実 

（３）介護が必要な家庭への支援 

（４）女性が働き続けられるための調査・研究 
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0 10 20 30 40 50

職業上必要な教育・訓練等の機会や内容の充実

仕事・職場環境に関する相談窓口の充実

賃金や昇進などの男女間格差をなくす

男性中心の職場運営の見直し

職場内に保育施設の整備

残業の削減など年間労働時間の短縮

非正規社員の労働条件の改善

在宅勤務・ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制など柔軟な勤務制度の導入

育児や介護による退職者を再雇用する制度の導入

育児・介護休業制度を利用しやすい職場環境整備

育児・介護休暇中の経済的支援の充実

保育所や学童等の施設整備・保育事業の充実

両立していくことに対する周囲の理解と協力

男女が仕事と家庭を両立するために必要なこと 

(％) 

 「柏市男女共同参画に関する市民意識調査」平成２１年度 
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 特に取り組んだこと   

 

  １ 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰を行いました 

 

   ◇働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰式（平成24年1月28日） 

 

 誰もが健康で心豊かな生活ができるよう、仕事と家庭の両立などを積極的に支援

している企業の表彰を行いました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シンポジウムの表彰式の様子       表彰や企業の取り組みを「参画ｅｙｅ」で紹介 

 

 

 推進状況   

 

   育児休業・介護休業をとりやすいと感じる人の割合 

 

  育児休業   平成 23 年度           平成 27 年度 

       ２９.６％   ⇒   ４０％ 
 

  介護休業    平成 23 年度          平成 27 年度 

       ２３.４％   ⇒   ３０％ 

 
    ※平成 23年度は当時の直近の市民意識調査結果（H21）の数値です。 

 

 

  「ワーク・ライフ・バランス」を知っている人の割合（後期計画新設目標） 

 

       平成 23 年度         平成 27 年度目標 

     ２０．８％   ⇒    ５０％ 
 

    ※平成 23年度は直近の内閣府「仕事と生活の調和の実現に影響を与える生活環 

     境に関する意識調査」結果（H23）の数値です。 
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 主な取り組み    

 

 ・改正法の周知や、仕事と生活の両立に関する情報発信等による啓発（庁内連 

  携） 

 ・保育サービスや介護サービスの提供による支援（庁内連携） 

 

 今後の取り組み   

 

 ・講座や情報発信による、企業や市民へのワーク・ライフ・バランスの啓発（庁内連 

  携） 
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